
12．各種施策の実施状況調べについて 

認知症施策推進総合戦略に掲げる各種施策の進捗状況を把握するための調査に

ついて、来年度も引き続き実施する予定であるため、管内市町村にその旨周知い

ただくとともに、そのとりまとめに係るご協力をお願いする。 



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

２ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護サービス等の提供

（3）早期診断・早期対応のための体制整備＜認知症初期集中支援チームの設置＞

● 早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられる初期の対応体制が
構築されるよう、認知症初期集中支援チームの設置を推進。
このほか、早期診断の際に地域の当事者組織の連絡先を紹介するなど、地域の実情に応じ、認知

症の人やその家族の視点に立った取組を推進。【厚生労働省】

【事業名】 認知症初期集中支援推進事業
【実績と目標値】 ２０１５（平成２７）年度見込み ３０６市町村 ⇒ ２０１８（平成３０）年度～ すべての市町村で実施



認知症カフェ等を活用したボランティアによる居宅訪問（「認とも」）や家族向け介護教室等の推進

○医療・介護等の支援ネットワークの構築 ○認知症対応力向上のための支援（認知症カフェの開設等） ○相談支援

会社

○ 認知症の人やその家族が地域の住民や医療・介護の専門家と交流する認知症カフェを発展的に展開するなど、家族等への

支援を充実

・ 認知症カフェ等を通じて顔なじみになったボランティアで一定の資質を有する者（例えば、認知症サポーターの上乗せ講座を

修了した者）が、認知症地域支援推進員の企画・調整の下、認知症の人の居宅を訪問して、一緒に過ごす取組を新たに実施

する（「認とも」）。

・ 認知症の人の家族を対象として、認知症に関する基本的な知識や介護技術の習得、関係制度への理解を深めるための介護
教室を認知症地域支援推進員の企画・調整を通じて開催し、家族の介護の身体的・精神的な負担の軽減を図る。

※ 認知症地域支援・ケア向上事業（地域支援事業）において、認知症地域支援推進員が企画・調整して実施する事業として実施

認知症カフェ

本人

地域住民
ボランティア

家族

医療・介護
専門職

○地域の実情に応じた様々な主体が運営
○認知症の人や家族が、関係者と相互に
情報を共有し、お互いを理解する。

概 要

認知症地域
支援推進員

発展的展開

認知症カフェの設置・開催頻度の推進

○認知症カフェの設置の推進や開催頻度の増加

介護負担の軽減

「認とも」の育成・支援

○認知症カフェ等を通じて顔なじみになった
ボランティアが、認知症の人の居宅を訪問して、一緒に過ごす。

家族向け介護教室の開催

○認知症に関する基本的な知識や
介護技術の習得、関係制度の理解

認知症地域支援推進員の業務内容

介護離職の防止



ボランティア等の居宅訪問による見守りの事例

山形県鶴岡市
（見守り支援員事業）

北海道本別町
（やすらぎ訪問活動）

内容 見守り支援員（＊）が話し相手や見守りを行う。身体介
護は原則行わない。

（＊）委託事業者（社協、農協、シルバー人材センター等、
介護保険サービス外の人材派遣事業を実施する事業
者）に所属し、市が行う「見守り支援養成研修」（講義600
分、施設実習1日、同行訪問1回）を修了した者。

やすらぎ支援員（＊）が介護家族の留守中等に認知症高齢者
宅を訪問し、話し相手や趣味活動（囲碁、将棋等）等を通じ見
守りを行う。身体介護は原則行わない。
（＊）町が行う研修（15～20時間）を受講した者。

登録30名程度

対象者 認知症高齢者（常時身体介護が必要な者は除く）
登録26名、利用は10名～15名／月
※就労している介護者を支援している事例もあり

認知症の症状を有する者
利用者は5名程度

目的 ①家族の介護負担の軽減と在宅介護を支える
②認知症高齢者との「なじみの関係」の構築による心の
安定

①介護家族の負担軽減と心の安定
②認知症高齢者がやすらげる支援を行うことによる症状の安
定。

活動時間 24時間対応（月の利用は概ね80時間を上限）
平均利用は1～2時間／回（月17～18時間）

6時～22時（１日あたり原則8時間以内）
平均利用は1～2時間／回

利用料 850円／時間（自己負担200円）
※650円と交通費を市が負担

500円／時間（自己負担100円）
※400円を町が負担

体制・

利用方法
等

・市が事業者へ委託。（6事業者）
・利用者はケアマネを通じて市に申請。市、ケアマネ、
コーディネーター（委託事業者等）で審査し市で決定。
・支援員、コーディネーター、ケアマネが本人・家族に面
会後、訪問開始。
・市がフォローアップ研修を開催し資質向上を図る。

・事業開始当初は町がボランティア団体（留守番サービスを実
施）へ訪問を委託。現在は社会福祉協議会に委託。
・利用者はケアマネや包括を通じて町に申請、審査決定。
・社協のコーディネーターがケアマネ等の情報から支援員を選
定し、支援内容や時間等を本人・家族等と調整し、訪問開始。
・やすらぎ支援員のサポート、事業の実施過程で生じる課題解
決のための会議を定期開催。
・町がフォローアップ研修を開催し資質向上を図る。

財源 地域支援事業 地域支援事業



認知症地域支援推進員等による認知症介護家族教室等の取組事例

名古屋市（愛知県） 加賀市（石川県） 奥州市（岩手県）

内容 【月1回の5回コース】
・認知症の正しい理解（医師）
・介護保険サービスの利用等について
（包括職員）
・認知症の方への関わり方（介護専門職）
・介護の体験談（家族会） 等
＊回数・内容は市で統一（5回コースを年2回）

【1事業所2回／年】
・認知症の正しい理解
・認知症の方とのコミュニケーションの
とり方
・座談会
・介護技術（移乗、オムツ交換等）

等

【月1回の定例会】
・認知症の正しい理解、認知症の方へ
の対応方法等（施設職員、ソーシャル
ワーカー等）
・グループワーク（介護保険制度等）
・座談会 等
【年1回の市民公開講座】
・講演会等の開催

対象者認知症高齢者（65歳以上）の介護家族等 認知症の介護家族、一般住民 認知症の介護家族

目的 ・家族だけで悩みを抱え込まず、できるだ
けゆとりをもった介護の実施を支援。

・認知症の家族介護者の介護力向上
や精神的負担の軽減。
・地域住民の認知症の正しい理解とサ
ポートの促進。

・認知症の家族介護者の身体的精神的
負担の軽減及び家族同士のネットワー
クの推進。

運営方
法等

・委託事業として全ての地域包括支援セン
ター（29か所）で実施。

＊若年性認知症の家族向けには名古屋市認知
症相談支援センターの若年性認知症相談支援事
業（月１回の交流会等）がある。

・地域密着型サービス事業者（29か所）
へ委託。
・運営推進会議で介護家族や地域住
民の声を聞いた上で企画、実施。

＊一般住民を対象とすることで、地域での見
守り等、家族支援に繋がっている。

・直営の地域包括支援センター（1か所）
に配置されている認知症地域支援推進
員が企画、運営。
・全市域を対象に市内1か所での開催。

財源 地域支援事業 地域支援事業 地域支援事業

※これらの地域の介護家族教室は、各自治体に配置されている認知症地域支援推進員との連携の上、開催。



【事業名】認知症地域支援・ケア向上事業 （地域支援事業）
【実績と目標値】２０１５（平成２７）年度見込み８３９市町村 ⇒ ２０１８（平成３０）年度～すべての市町村で実施

認知症
地域支援推進員

【配置先】
○地域包括支援センター
○市町村本庁
○認知症疾患医療センター
など

※関係機関等と連携し以下の事業の企画・調整を行う
●認知症疾患医療センターの専門医等による、病院・施設等における処遇困難
事例の検討及び個別支援

●介護保険施設等の相談員による、在宅で生活する認知症の人や家族に対する
効果的な介護方法などの専門的な相談支援

●「認知症カフェ」等の開設
●認知症ライフサポート研修など認知症多職種協働研修の実施 等

認知症対応力向上のための支援

●認知症の人が認知症の容態に応じて必要な医療や介護等のサービスを受け
られるよう関係機関との連携体制の構築

●市町村等との協力による、認知症ケアパス（状態に応じた適切な医療や
介護サービス等の提供の流れ）の作成・普及 等

医療・介護等の支援ネットワーク構築

●認知症の人や家族等への相談支援

●「認知症初期集中支援チーム」との連携等による、必要なサービスが認知症
の人や家族に提供されるための調整

相談支援・支援体制構築

市町村

協働

認知症地域支援推進員

【推進員の要件】
①認知症の医療や介護の専門的知識及び
経験を有する医師、保健師、看護師、作業
療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士
②①以外で認知症の医療や介護の専門的
知識及び経験を有すると市町村が認めた者



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

● 認知症の人の介護者の負担を軽減するため、認知症初期集中支援チーム等による早期診断・早期対
応を行うほか、認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う
認知症カフェ等の設置を推進。
● また、家族向けの認知症介護教室等の取組について、好事例を収集して全国に紹介し、その普及を進
める。【厚生労働省】

【事業名】 認知症地域支援・ケア向上事業
【目標値】 ２０１３（平成２５）年度 国の財政支援を開始⇒ ２０１８（平成３０）年度～ すべての市町村に

配置される認知症地域支援推進員等の企画により地域の実情に応じ実施

４ 認知症の人の介護者への支援

＜認知症の人の介護者の負担軽減＞＜介護者たる家族等への支援＞

認知症カフェの様子

夜のカフェの様子

○ １～２回／月程度の頻度で開催（２時間程度
／回）
○ 通所介護施設や公民館の空き時間を活用

○ 活動内容は、特別なプログラムは用意されて
いなく、利用者が主体的に活動。
○効果
・認知症の人 → 自ら活動し、楽しめる場所
・家族 → わかり合える人と出会う場所
・専門職 → 人としてふれあえる場所（認

知症の人の体調の把握が可能）
・地域住民 → つながりの再構築の場所（住

民同士としての交流の場や、認知症に対する理解
を深める場）



認知症カフェ実施状況

○ 認知症カフェ
⇒ 認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場

【認知症カフェ等の設置】
２０１３（平成２５）年度国の財政支援を開始
⇒ ２０１８（平成３０）年度～すべての市町村に配置される認知症地域支援推進員等の企画により地域の実情に応じ実施

○ 26年度実績調査
・41都道府県280市町村にて、655カフェが運営されている。
・設置主体としては、地域包括支援センター、介護サービス施設・事業所が多く見られた。

～認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）抜粋～

～都道府県別実施状況（実施市町村数）～

都道府県
実施
市町村
数

都道府県
実施
市町村
数

都道府県
実施
市町村
数

北海道 16 石川県 10 島根県 5

岩手県 6 福井県 7 岡山県 7

宮城県 10 山梨県 3 広島県 9

秋田県 2 長野県 6 山口県 5

山形県 7 岐阜県 3 香川県 1

茨城県 1 愛知県 1 高知県 1

栃木県 2 三重県 5 福岡県 14

群馬県 1 滋賀県 6 長崎県 1

埼玉県 25 京都府 21 熊本県 10

千葉県 11 大阪府 16 大分県 2

東京都 1 兵庫県 20 宮崎県 6

神奈川県 2 奈良県 3 鹿児島県 3

新潟県 13 和歌山県 6 沖縄県 3

富山県 7 鳥取県 2 計 280

※ 都道府県管内において認知症カフェの開設を把握している市町村数。

10.6%

23.8%

1.5%
23.8%

6.5%

6.2%

27.5%

市町村

地域包括支援センター

認知症疾患医療センター

介護サービス施設・事業者

社会福祉法人

NPO法人

その他

～設置主体～

※ n＝655 （複数回答あり）

都道府県 カフェ数 都道府県 カフェ数 都道府県 カフェ数

北海道 32 石川県 16 島根県 6

岩手県 7 福井県 15 岡山県 14

宮城県 39 山梨県 6 広島県 15

秋田県 2 長野県 13 山口県 7

山形県 14 岐阜県 6 香川県 1

茨城県 1 愛知県 1 高知県 1

栃木県 4 三重県 10 福岡県 24

群馬県 1 滋賀県 12 長崎県 1

埼玉県 81 京都府 73 熊本県 20

千葉県 17 大阪府 35 大分県 7

東京都 3 兵庫県 73 宮崎県 10

神奈川県 26 奈良県 3 鹿児島県 7

新潟県 25 和歌山県 7 沖縄県 3

富山県 13 鳥取県 4 計 655

～都道府県別実施状況（設置カフェ数）～



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

２ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護サービス等の提供

● 本人主体の介護を行うことで、できる限り認知症の進行を緩徐化させ、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を予防できるよ
うな、良質な介護を担うことができる人材を質・量ともに確保していく。【厚生労働省】

【事業名】 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修
【実績と目標値】 指導者養成研修：２０１４（平成２６）年度末実績 １，９４２人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ２，２００人

実践リーダー研修：２０１４（平成２６）年度末実績 ３．２万人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ４万人
実践者研修：２０１４（平成２６）年度末実績 １９．７万人 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ２４万人

（５）認知症の人の生活を支える介護の提供＜良質な介護を担う人材の確保＞

【目標】（新設）

（２７年度） モデル事業

（２８年度以降）研修実施

新任の介護職員等が認知
症介護に最低限必要な知
識・技能をｅラーニングの活
用により修得できる研修とし
て、新たに認知症介護基礎
研修（仮称）を導入



認知症介護実践研修の見直し等について

①研修内容、研修時間等に関して自治体間
の格差が大きい

②実際のケアの場面で、認知症に関する基
礎的な知識を有していない介護職員が多
い

①具体的なカリキュラムを提示、学習科目
の整理

②通信教育やeラーニングの活用により

修得可能な基礎研修の創設

○ 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）においては、新たに認知症介護基礎研修を導入することを含め良質な介護
を担う人材の確保を行うことや、既存の研修についても必要な研修内容の見直しや平成29年度末までの目標値を設定し
計画的な養成を行うことを規定。

○ 平成26年度老人保健健康増進等事業「認知症介護実践研修、指導者養成研修のあり方およびその育成に関する調査研
究事業」において従前より指摘されてきた以下の課題を踏まえ、研修の具体的な見直しを検討。

主な課題 対応

※ 認知症介護実践研修とは、介護保険施設・事業所等に従事する者に対し、認知症介護に関する実践的な知識及び技術を修得する
ための研修である。

施行日：平成28年４月１日（既存の研修については平成28年４月１日から１年の猶予期間を設定）



認知症介護実践研修の見直しの主なポイント

○ 研修の実施主体による実施状況の格差や同一研修内でのカリキュラムの重複等を解消するため、認知症の介護技術を取り入れた実
践的なカリキュラムの構築と科目ごとのシラバスを作成
・ 認知症介護実践者研修：介護技術や実践に結びつく内容を充実

・ 認知症介護実践リーダー研修：ＯＪＴ技術の向上や具体的なケア技術の指導方法に関する科目内容を充実

【認知症介護実践者研修】カリキュラムの主な変更点

【認知症介護実践リーダー研修】カリキュラムの主な変更点

現行 見直し案 変更理由

（新設） １（２）認知症ケアの倫理 ケアにおける倫理観を養うため新設

２（１）医学的理解
２（２）心理的理解

１（３）認知症の人の理解と対応
医学的分野・心理的分野を効果的かつ一体的に学習する
ため科目を統合

（新設） ２（２）認知症の人への非薬物的介入
認知症の行動・心理症状（BPSD）への対応等のため非薬
物的介入等に関する科目を新設

３（３）援助関係を築く演習
３（６）生活環境を考える演習

２（３）認知症の人への介護技術Ⅰ
２（４）認知症の人への介護技術Ⅱ

認知症介護の実践力を高めるため、演習科目を整理し、
演習時間を充実

現行 見直し 変更理由

１（３）介護現場の介護理念の構築
１（４）介護現場の認知症介護のあ

り方に関するアセスメント

３（２）チームにおけるケア理念の構築方法 チーム内での方針や方向性を協働で構築し、共有化を
図るための内容に変更

３人材育成のための技法
（（２）を除く）

３（６）職場内教育（ＯＪＴ）の方法の理解と実践Ⅰ（運用法）
３（７）職場内教育（ＯＪＴ）の方法の理解と実践Ⅱ（技法）

ＯＪＴでの指導に活用できる技術を中心に学習する内容
に見直し

４チームケアのための事例演習 ３（５）認知症ケアにおけるチームアプローチの基本と
実践

必修科目ではなく実施率の低い研修であったため研修
内容を見直し

（新設） ４認知症ケアの指導方法 認知症介護の技術指導法を学ぶ内容を充実



認知症介護実践者研修のカリキュラムの見直しについて

科 目 名 時間数

１ 認知症
介護の理念

（１）認知症介護実践研修のねらい 60分

（２）新しい認知症介護理念の構築 300分

（３）研修の自己課題の設定 60分

２ 認知症
高齢者の理
解と生活の
捉え方

（１）医学的理解 60分

（２）心理的理解 60分

（３）生活の捉え方 120分

（４）家族の理解・高齢者との関係の理解 90分

（５）意思決定支援と権利擁護 60分

（６）生活の質の保障とリスクマネジメント 60分

（７）認知症高齢者の理解に基づいた生活のア
セスメントと支援

120分

（８）事例演習 180分

３ 認知症
高齢者の生
活支援の方
法

（１）援助者の位置づけと人間関係論 90分

（２）コミュニケーションの本質と方法 90分

（３）援助関係を築く演習 120分

（４）人的環境と住居環境を考える 120分

（５）地域社会環境を考える 120分

（６）生活環境を考える演習 120分

（７）生活支援の方法 90分

４ 実習 （１）実習課題設定 240分

（２）実習１：外部実習 １日

（３）実習２：職場実習 ４週間

（４）実習結果報告とまとめ １日

科 目 名 時間数

１ 認知症
ケアの基本
的理解

（１）認知症ケアの基本的視点と理念 180分

（２）認知症ケアの倫理 60分

（３）認知症の人の理解と対応 180分

（４）認知症の人の家族への支援方法 90分

（５）認知症の人の権利擁護 120分

（６）認知症の人の生活環境づくり 120分

（７）地域資源の理解とケアへの活用 120分

２ 認知症
の人への具
体的支援方
法と展開

（１）認知症の人とのコミュニケーションの理解と方法 120分

（２）認知症の人への非薬物的介入 120分

（３）認知症の人への介護技術Ⅰ（食事・入浴・排泄
等）

180分

（４）認知症の人への介護技術Ⅱ（行動・心理症状） 180分

（５）アセスメントとケアの実践の基本Ⅰ 240分

（６）アセスメントとケアの実践の基本Ⅱ
（事例演習）

180分

３ 実習 （１）自施設における実習の課題設定 240分

（２）自施設実習（アセスメントとケアの実践） ４週間

（３）自施設実習評価 180分

講義・演習31.5時間(1,890分) 実習：課題設定240分、職場実習４週間、実習のまとめ180分

講義・演習36時間（2,160分） 実習：他施設実習１日、職場実習４週間、実習のまとめ１日

（見直し案）（現行）



認知症介護実践リーダー研修のカリキュラムの見直しについて

教 科 名 時間数

１ 認知症
介護の理念

（１）研修のねらい 60分

（２）生活支援のための認知症介護のあり方 120分

（３）介護現場の介護理念の構築 180分

（４）介護現場の認知症介護のあり方に関するアセスメ
ント 180分

（５）研修参加中の自己課題の設定 60分

２ 認知症
介護のため
の組織論

（１）実践リーダーの役割と視点 120分

（２）サービス展開のためのリスクマネジメント 180分

（３）高齢者支援のための家族支援の方策 180分

（４）介護現場の環境を整える方策 180分

（５）地域資源の活用と展開 180分

３ 人材育
成のための
技法

（１）人材育成の考え方 90分

（２）効果的なケースカンファレンスの持ち方 240分

（３）スーパービジョンとコーチング 300分

（４）人材育成の企画立案と伝達・表現技法 180分

（５）事例演習１ 180分

（６）事例演習２ 180分

４ チーム
ケアのため
の事例演習

（１）事例演習展開のための講義 90分

（２）事例演習１ 300分

（３）事例演習２ 300分

５ 実習 （１）実習課題設定 120分

（２）実習１：外部実習 ３日以上

（３）実習２：職場実習 ４週間

（４）実習結果報告を通してのまとめ １日

教 科 名 時間数

１ 認知症介
護実践リー
ダー研修総
論

（１）認知症介護実践リーダー研修の理解

60分

２ 認知症の
専門知識

（１）認知症の専門的理解 120分

（２）認知症ケアに関する施策の動向と地域展開 240分

３ 認知症ケ
アにおける
チームマネジ
メント

（１）認知症介護実践リーダーの役割 180分

（２）チームにおけるケア理念の構築方法 240分

（３）実践者へのストレスマネジメントの理論と方法 180分

（４）チームケアのためのケースカンファレンスの技法と実践 240分

（５）認知症ケアにおけるチームアプローチの基本と実践 180分

（６）職場内教育（ＯＪＴ）の方法の理解と実践Ⅰ（運用法） 240分

（７）職場内教育（ＯＪＴ）の方法の理解と実践Ⅱ（技法） 420分

４ 認知症ケ
アの指導方
法

（１）認知症ケアの指導の基本的視点 60分

（２）認知症ケアに関する倫理の指導 120分

（３）認知症の人への介護技術指導（食事・入浴・排泄等） 240分

（４）認知症の人の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）への介護技術指導 180分

（５）認知症の人の権利擁護の指導 240分

（６）認知症の人の家族支援方法の指導 180分

（７）認知症の人へのアセスメントとケアの実践に関する指導 240分

５ 認知症ケ
ア指導実習

（１）自施設実習の課題設定 420分

（２）自施設実習 18日間

（３）結果報告
420分

（４）自施設実習評価

講義・演習56時間(3,360分) 実習：職場実習４週間（課題設定420分、実習のまとめ420
分含む）講義・演習57時間（3,420分） 実習：他施設実習３日以上、職場実習４週間、実習のまとめ１日

（見直し案）（現行）



認知症介護指導者養成研修の見直しの主なポイント

○ 認知症介護実践研修のカリキュラム改訂を踏まえた研修内容の見直し

○ 地域における認知症対応力向上の活動推進に研修修了者が対応できるよう、行政との連携や他施設実習に関連する科目内容を充実

現行 見直し案 変更理由

１（３）介護理念の重要性の理解と展開方法
１（４）倫理と認知症介護
３（２）地域における高齢者虐待防止と権利擁護

（認知症介護実践研修に移行）
認知症介護実践研修の科目内容と重複するため、調
整

１（６）認知症介護に関連する法制度の理解 １（２）認知症ケアに関する施策と行政との連携
認知症施策の動向を踏まえた行政との連携のあり方
や連携事例に関する科目内容を充実

２（２）研修企画と評価
時間数 15時間

２（４）研修企画と評価
時間数 ７時間

研修企画の演習時間は他科目（授業設計法）に移行
したので演習時間分を調整

３（１）地域連携の理解 ４（１）地域における認知症の人への支援体制づくり
認知症施策をふまえた地域連携に関する科目内容を
充実

３（３）相談と支援のためのコミュニケーション
４（２）他施設・事業所の指導のあり方
４（３）他施設実習企画
４（４）他施設実習
４（５）他施設実習中間報告
４（６）地域における指導の理論と実践

地域における認知症対応力向上の活動推進のため、
科目内容や時間数を充実

３（４）地域・介護現場における課題解決の実践

【認知症介護指導者養成研修】カリキュラムの主な変更点



認知症介護指導者研修のカリキュラムの見直しについて

講義・演習200時間（うち他施設実習32時間）、職場実習４週間

（見直し案）（現行）

教 科 名 時間数

１ 認知症介
護研修総論

（１）認知症介護実践者等養成事業の実施 ３時間

（２）認知症ケアに関する施策と行政との連携 ３時間

（３）研修の目標設定と研修総括 13時間

２ 認知症ケ
アにおける教
育の理論と実
践

（１）教育方法論 20時間

（２）授業設計法 28時間

（３）模擬授業 14時間

（４）研修企画と評価 ７時間

３ 認知症ケ
ア対応力向上
のための人材
育成

（１）人材育成論 ３時間

（２）成人教育論 ４時間

（３）認知症ケアに関する研究法の概論 ３時間

（４）職場研修企画 14時間

（５）職場研修 ４週間

（６）職場研修報告 14時間

４ 地域にお
ける認知症対
応力向上の
推進

（１）地域における認知症の人への支援体制づくり ４時間

（２）他施設・事業所の指導のあり方 ４時間

（３）他施設実習企画 １時間

（４）他施設実習
3.5日

（24時間）

（５）他施設実習中間報告 ７時間

（６）地域における指導の理論と実践（他施設実習総
括）

７時間

教 科 名 時間数

１ 認知症介護
研修総論

（１）研修オリエンテーション・自己紹介・グループ形
成

７時間

（２）認知症介護指導者間ネットワークについて １時間

（３）介護理念の重要性の理解と展開方法 ２時間

（４）倫理と認知症介護 ２時間

（５）研修目標の設定及び面接･研修総括 ６時間

（６）認知症介護に関連する法制度の理解 ２時間

（７）認知症介護指導者の役割と理解 ３時間

（８）成人教育・生涯教育論 ３時間

（９）ＤＣネットの理解 １時間

２ 人材育成と
教育実践

（１）人材育成論 ３時間

（２）研修企画と評価 15時間

（３）実践指導方法論 32時間

（４）授業設計法 32時間

３ 地域ケアの
実践

（１）地域連携の理解 ５時間

（２）地域における高齢者虐待防止と権利擁護 ３時間

（３）相談と支援のためのコミュニケーション ３時間

（４）地域・介護現場における課題解決の実践 32時間

４ 課題解決の
ための実践

（１）介護実践の研究法・評価方法 ８時間

（２）自職場における課題解決のための実習の準
備・まとめ

40時間

（３）自職場における課題解決のための実習 ４週間

講義・演習135時間、 実習：職場実習４週間、他施設実習3.5日、実習のまとめ14時間



認知症介護基礎研修の創設

○ 今後も認知症の人の増加が見込まれる
→ あらゆる介護保険施設・事業所のスタッフが認知症介護の基礎的な知識を有している状況が必要

○ 認知症介護に関する研修の体系上では初任者や無資格者を対象とした基礎的な研修がない
→ 介護サービス従事者向けの認知症ケアに関する基礎的な知識や技術、考え方等を修得できる機会の確保

研修対象者 介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等

研修目的
認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、チームア
プローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うこと

実施主体 都道府県、市町村又は都道府県知事若しくは市町村長が指定する法人

研修内容 認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を修得

科 目 名 内 容 時間数 区分 通信形式

（１）認知症の人の理解と対応の基本 ・認知症の人を取り巻く現状
・認知症の人を理解するために必要な基礎的知識
・具体的なケアを提供する時の判断基準となる考え方
・認知症ケアの基礎的技術に関する知識

180分 講義 ○

（２）認知症ケアの実践上の留意点 ・認知症の人との基本的なコミュニケーションの方法
・不適切なケアの理解と回避方法
・病態・症状等を理解したケアの選択
・行動・心理症状（BPSD)を理解したケアの選択と工夫
・自事業所の状況や自身のこれまでのケアの振り返り

180分 演習

【研修カリキュラム案】

【研修概要】

【経緯】



認知症医療・介護連携の枠組み構築のためのモデル事業（新規）
（27年度予算額）0円 → （28年度要求額）52百万円

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）では、認知症の容態に応じて適時・適切な医療・介護等が提供される循環型の仕組み
（＊）の構築を目指している。
＊ 早期診断・早期対応を軸とし、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見られた場合にも、医療機関・介護施設等での対応が固定化され
ないように、退院・退所後もそのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供される仕組み

市町村の地域ケア会議に、認知症の鑑別診断やＢＰＳＤ対応を行う専門医療機関や身体合併症への対応を行う医療機関が必要に応
じ参画し、個別事例から浮かび上がる認知症に関する地域課題の検討・解決を行うことが望ましいが、これら認知症に関わる医療機関
が参画できる体制は必ずしも十分に整っていない状況にある。

このため、都道府県や保健所が中心となって、二次医療圏単位で認知症に関わる医療機関と圏域内の市町村の地域包括支援セン
ター等が集まる場を設け、地域における情報連携シート等、認知症医療と介護の連携の在り方を議論することを通じて連携の枠組みを
構築し、市町村の地域ケア会議で適切に認知症医療・介護連携がなされるように促す。

現在の市町村地域ケア会議の姿

・地域包括支援センター
・医療関係者（かかりつけ医等）
・介護関係者（ケアマネジャー、介
護サービス事業者等）
・自治会、民生委員等
・市町村職員
・認知症地域支援推進員 等 参画できる体制が必ずしも十

分に整っていない

目指すべき市町村地域ケア会議の姿

・地域包括支援センター
・医療関係者（かかりつけ医等）
・介護関係者（ケアマネジャー、介
護サービス事業者等）
・自治会、民生委員等
・市町村職員
・認知症地域支援推進員 等

・認知症疾患 医
療センター
・精神科病院

・急性期対応を主
とする病院

都道府県や保健所が中心となって、二次医療圏単位で会議を開催
市町村圏域を超えて認知症医療に関わる医療機関を集め、地域における認知症医療と介護の連携の在り方を議論
⇒ 市町村単位での認知症医療・介護連携の枠組み構築を目指す

【圏域内の】
・地域包括支援センター ・医療関係者（地区医師会等）
・介護関係者（ケアマネジャー、介護サービス事業者等）
・市町村職員 ・認知症地域支援推進員 等

【圏域内の】
・認知症疾患医療センター
・精神科病院
・急性期対応を主とする病院

・認知症疾患 医
療センター
・精神科病院

・急性期対応を主
とする病院

◎ 認知症医療と介護の連携

認知症医療・介護連携の枠組み構築のためのモデル事業（新規）
平成２８年度予算案
５１，６３０千円



若年性認知症実態調査およびご本人・ご家族から
のヒアリング等 ⇒ 課題・ニーズの把握

①悩みの共有①悩みの共有

②受診勧奨②受診勧奨

③利用できる制度・サービスの紹介③利用できる制度・サービスの紹介

若年性認知症支援コーディネーターの設置

④本人・家族が交流できる居場所づくり④本人・家族が交流できる居場所づくり

若年性認知症支援コーディネーター設置事業

個別相談事業

ネットワーク構築事業

・ネットワーク会議の開催、普及啓発等

ネットワーク研修事業

・支援者への研修会の開催等

行政機関行政機関

地域障害者職業
センター

地域障害者職業
センター

企業企業

障害者職業・
生活支援センター
障害者職業・

生活支援センター

障害福祉サービス
介護サービス

障害福祉サービス
介護サービス

地域包括支援
センター

地域包括支援
センター

医療機関医療機関

法テラス法テラス

フィードバック

若年性認知症は、いわゆる現役世代が発症するが、若年性認知症に対する理解が不足し、診断される前に症状が進行し社会生活が事実上困難とな
ることなどが指摘されている。このため、若年性認知症に関する相談から医療・福祉・就労の総合的な支援を実施することにより、現役世代である若年
性認知症の方への支援に当たり、一人ひとりの状態やその変化に応じた適切な支援方策の構築を図る。

全国１カ所・・・ （１）若年性認知症コールセンター運営事業
都道府県・・・・ （２）若年性認知症実態調査およびご本人・ご家族からのヒアリング等によるニーズ把握

（３）若年性認知症支援コーディネーター設置事業【新規】
・若年性認知症自立支援ネットワーク構築事業 ・ネットワーク研修事業 ・個別相談事業

若年性認知症施策総合推進事業（一部新規）
平成28年度予算案

８６，８３６千円（ ６３，８９３千円）

概 要

事業内容

・職場復帰の訓練
・日常生活の支援
・財産の管理
・健康面の不安

・職場復帰の訓練
・日常生活の支援
・財産の管理
・健康面の不安

実施

都
道
府
県

若年性認知症支援

コーディネーター

若年性認知症自立
支援ネットワーク

実施
（事業内容に
よって一部運
営委託）



認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～

●若年性認知症の人が発症初期の段階から適切な支援を受けられるよう、医療機関や市町村窓口等を
通じて、若年性認知症と診断された人やその家族に、若年性認知症支援のハンドブックを配布。
●都道府県ごとに若年性認知症の人やその家族からの相談の窓口を設置し、関係者のネットワークの調
整役を担う者を配置するほか、以下の取組を実施。
・若年性認知症の人との意見交換会の開催等を通じた若年性認知症の人のニーズ把握
・若年性認知症の人やその家族が交流できる居場所づくり
・事業主に対する若年性認知症の人の就労について理解を図るための周知
・若年性認知症の人がハローワークによる支援等が利用可能であることの周知 等 【厚生労働省】

【事業名】 若年性認知症施策総合推進事業
【実績と目標値】２０１５（平成２７）年度見込み ３１都道府県 ⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ４７都道府県

３ 若年性認知症施策の強化

※ネットワーク調整役の配置（例）
「東京都若年性認知症総合支援
センター」パンフレットより抜粋

※｢若年性認知症ハンドブック｣
（認知症介護研究・研修大府センター）



行方不明・身元不明認知症高齢者等に関する実態及び厚生労働省の取組について
○警察庁の統計データ（H26年中）
（１） 行方不明者数（認知症やその疑いのある行方不明者として届けられた人数）：10,783人(対前年 4.5％)

※行方不明者の約98％については、１週間以内に所在が確認されており、自宅等に戻っている
（参考）・H25年中：10,322人（対前年 7.4％増） ・H24年中 ：9,607人

（２） 所在確認状況 ：10,848人(うち、死亡確認 429人)
（参考）・H24年中：9,478人（うち、死亡確認359人） ・H25年中 ：10,180人 (うち、死亡確認388人）

（３） 所在不明者数 ：168人
（参考）・H24年中 ：107人 ・H25年中：151人

○厚生労働省による実態の把握（H26年）
・ 介護施設等における身元不明者の受入数（身元不明者数：346人、うち認知症高齢者35人）や徘徊・見守り
SOSネットワーク事業（616カ所）などの市町村施策の実施状況などを調査（６月）し、結果を公表（H26.9）

○厚生労働省の取組について
（１）身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイトの設置
・ 厚生労働省ホームページに、自治体で公開されている情報を一覧にして確認できる特設サイトを設け、身元不明の認知症高齢者等に関する
情報公開や本特設サイトの積極的な活用の検討を各自治体に促した（H26.9） ※H27.3に47都道府県全てにリンク

（２）地域における見守り体制づくりの構築等の依頼（老健局長通知）
①H26.9 ・見守りが必要な高齢者の実態把握、見守りネットワークづくりのための協定の締結や認知症サポーターの養成等地域における見守り

体制づくりの構築
・個人情報保護に関する条例にかかる自治体の解釈の例を紹介

②H27.6 ・身元不明認知症高齢者等の人数や照会先となる窓口の連絡先をホームページに掲載し、定期的な更新も含めた情報の公表の徹
底
・自治体において、警察と連携の上、身元の確認に必要な手続を整理したマニュアルの紹介等警察との情報の共有の徹底



●独居高齢者の安全確認や行方不明者の早期発見・保護を含め、地域での見守り体制を整備。
また、行方不明となってしまった認知症高齢者等については、厚生労働省ホームページ上の特設サイトの
活用等を促進。 【厚生労働省】

【事業名】 徘徊ＳＯＳネットワークの構築ほか

５ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり

（４）安全確保
＜地域での見守り体制の整備＞

＜身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイト＞＜高齢者の見守り・SOSネットワーク（イメージ）＞

高齢者の見守り・SOSネットワークは、高齢者が
行方不明になった時に、地域の生活関連団体等
が捜索に協力して、すみやかに行方不明者を発
見保護するしくみです。

捜索に協力する地域の団体とは、タクシー会社
や郵便局、ガソリンスタンド、コンビニ、銀行、宅
配業者、コミュニティFM放送局、町内会、老人ク
ラブ、介護サービス事業者など、日頃地域で活
動している企業や住民団体などです。

実際の捜索では、家族から捜索依頼があると、
本人の特徴を手短にまとめた情報を、FAXや
メールを使って送付し、協力団体に捜索協力を
要請します。連絡を受けた協力者は、地域の中
で仕事や活動をしながら、行方不明者を気にか
けたり、まわりを探したりします。

行方不明者を見つけた場合、協力者はやさしく
声をかけて確認し、自治体や警察等に連絡をし
ます。そして、行方不明者を家族のもとに戻しま
す。



今後、高齢化に伴い認知症高齢者等の増加が見込まれる中、認知症高齢者等がその判断能力に応じて必要な介護や生
活支援サービスを受けながら日常生活を過ごすことができるよう、認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保
険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理等の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一
体的に確保されるよう、認知症高齢者等の権利擁護に関する取組を推進。

認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進

概 要

○ 成年後見制度の普及・利用促進 平成28年度予算（案） 地域支援事業（１,０３０億円）の内数
成年後見制度利用促進のための広報・普及を行うとともに、低所得の高齢者に係る成年後見制度の申し立てに要する経費や成年後見人等に
対する報酬の助成等を行う。

○認知症高齢者等の権利擁護に関わる人材の育成とその活動を支援する体制の整備
平成28年度予算（案） 地域医療介護総合確保基金（介護分）（４８３億円）の内数

市民後見人等の権利擁護人材の養成研修を実施するとともに、権利擁護人材の資質向上のための継続的なフォローアップや専門職からの
バックアップがなされる支援体制の構築を推進する。

○ 市民後見人育成・活用推進事業【新規】 平成28年度予算（案） 20百万円
家庭裁判所の管轄する地域等において広域的に市町村及び関係機関が連携する協議会を設置し、市民後見人の育成及び活用の促進を図る。

【権利擁護人材育
成事業等】

事業内容



旭川市

札幌市

函館市

青森市

八戸市

鹿児島市

大分市

宮崎市

長崎市

久留米市

福岡市

熊本市

佐世保市

佐賀市

下関市

岡山市

呉市

高知市

高松市松山市

徳島市

和歌山市

津市

倉敷市

鳥取市

姫路市
富山市

金沢市

長野市

福井市

豊田市
四日市市

静岡市

浜松市

富士市

沼津市

松本市

甲府市 つくば市

水戸市

宇都宮市

長岡市
高崎市

那覇市

いわき市郡山市

福島市

仙台市

盛岡市

秋田市

山形市

太田市

伊勢崎市

前橋市

新潟市上越市

広島市
松江市

北九州市
岐阜市

福山市

① 圏域全体の経済成長のけん引

産学金官の共同研究・新製品開発支援、六次産業化支援 等

② 高次の都市機能の集積・強化

高度医療の提供体制の充実、高等教育・研究開発の環境整備 等

③ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

地域医療確保のための病院群輪番制の充実、地域公共交通ネットワークの形成 等

連携中枢都市圏の取組の推進

連携中枢都市圏の意義とは

連携中枢都市圏に何が求められているのか

地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携し、コンパクト化とネットワーク化により、

人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成

連携中枢都市圏をいかに実現するか
地方自治法を改正し、地方公共団体間の柔軟な連携を

可能とする「連携協約」の制度を導入（平成26年11月１日施行）

平成28年度の政府予算案にも１．３億円を計上し、

引き続き連携中枢都市圏の形成を促進

平成27年度から 地方交付税措置を講じて全国展開

を図る

平成28年度から連携中枢都市圏構想の推進に真に必

要な取組に資する施設整備に対し、地域活性化事業債

を充当

連携中枢
都市宣言

連携協約
の締結

都市圏ビジョン
の策定

【連携中枢都市圏の要件】
① 地方圏において、昼夜間人口比率おおむね１以上の指定都市・中核
市（ ）と、当該市と社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村とで
形成する都市圏

※ ただし、①を原則除く都市圏であって、隣接する２つの市 （各市が昼夜間人口
比率１以上かつ人口１０万人程度以上の市）の人口の合計が２０万人を超え、
かつ、双方が概ね１時間以内の交通圏にある場合において、これらの市と社
会的、経済的に一体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏についても、
①の都市圏と同等の取組が見込まれる場合においてこれを含むものとする。

は、三大都市圏

は、都市圏を形成している団体（４団体）

は、平成27年度促進事業実施団体（１２団体）

は、平成26年度モデル事業実施団体のうち、
まだ都市圏を形成していない団体（５団体）

連携中枢都市圏形成のための手続き



・「連携中枢都市圏構想の推進」に真に必要な取組に

資する施設整備に対し、地域活性化事業債を充当

（充当率：90％、交付税算入率：30％）

連携中枢都市圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要

地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携し、コンパクト化とネット

ワーク化により、一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点である「連携中枢都

市圏」を形成することを目的に、連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結し、連携中枢都市圏ビ

ジョンを策定した連携中枢都市及び連携市町村の取組に対して、必要な財政措置を講じる。

１．連携中枢都市及び連携市町村の取組に関する

包括的財政措置（※複眼型も同様に措置。以下同じ。）

３．外部人材の活用に対する財政措置（特別交付税）

４．民間主体の取組の支援に対する財政措置

（１）民間への融資等を行うファンド形成に関する財政措置

ファンド形成に一般単独事業債を充当（90％）

償還金利子の50％に特別交付税

（２）ふるさと融資の融資比率及び融資限度額の引上げ

５．個別の施策分野における財政措置

（１）病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置

病診連携等の事業に要する市町村の負担金に対する

特別交付税措置（措置率0.8、上限800万円）

（２）へき地における遠隔医療に対する特別交付税措置の

拡充（措置率0.6→0.8）

６．連携中枢都市圏の形成に対応した辺地度点数の

算定要素の追加

（１）連携中枢都市の取組に対する包括的財政措置

①普通交付税措置

「経済成長のけん引」及び「高次都市機能の集積・

強化」の取組に対する財政措置

(圏域人口に応じて算定／例：圏域人口75万で約２億円)

②特別交付税措置

「生活関連機能サービスの向上」の取組に対する財政

措置。１市当たり年間１．２億円程度を基本として、

人口・面積等を勘案して上限額を設定

（２）連携市町村の取組に対する特別交付税措置

１市町村当たり年間１，５００万円を上限

・圏域外における専門性を有する人材の活用

上限700万円、最大３年間の措置

・辺地度点数の算定に当たって、「近傍の市役所等」とし

て、連携中枢都市までの距離により算定可能

２．地域活性化事業債の充当



播磨圏域連携中枢都市圏の取組

圏域形成に至った経緯

苦労した点
• 合併の前段階の連携や連携中枢都市のみが活性化するのではないかと考える市町があり、連携について慎重
となる意見もあった。

• 自治体によっては、1部署、1担当が多岐に渡って事業を担当しており、具体の事業の打合せに、いつも同じ職員
が来る事態を避けるため、特に経済関係の連携事業は、姫路市の各課で同じ日に打合せを設定して対応した。

• 播磨広域連携協議会を構成する13市9町に「新たな広域連携モデル構築事業」への参加を呼びかけ、近隣の7
市8町が参加。

• 総務省「新たな広域連携モデル構築事業」モデル都市に選定され、播磨圏域経済成長戦略会議等の開催を
重ねて、平成27年4月には連携する6市8町と連携協約の締結及び播磨圏域都市圏ビジョンの策定を行った。

• 平成27年12月には、新たに赤穂市との連携協約の締結を行った。

圏域全体の経済成長のけん引

播磨圏域が取り組む「はりま地域ブランド」の確立を推進するため、地
域資源に係る客観的な各種データ等の収集・分析、それに基づくブラン
ド戦略の仕組みづくり及び「はりま地域ブランド」認知度向上と販売促進
を図るための情報発信、プロモーション等を行う。
費用は姫路市が負担。

(例)東京・浅草に圏域全体をＰＲするアンテナ
ショップの設置・運営

圏域の企業誘致の促進

圏域への企業誘致を促進し、圏域の産業振興、雇用確保を図るた
め、各市町の地域経済、工場適地等、企業誘致環境のポテンシャルに
関する調査及び広域企業誘致パンフレットの作成等を行う。

さらに、姫路市においては企業誘致に際し、企業のニーズに合わせ
て連携市町の情報（土地情報・優遇制度）も
提供することで、圏域内への企業立地を促進
している。

圏域全体の生活関連機能サービスの向上

図書館の相互利用促進事業

平成２７年１１月より、圏域の７市８町の図書館の相互利用を開始圏域
内住民であればいずれの図書館においても貸し借りができるような仕組
みを構築。蔵書の共通検索システムの導入等についても協議。
（全３６館 約３３４万冊の図書が利用可能）
運営費は、各市町が負担する。

成年後見支援センター運営事業

姫路市が成年後見制度の相談支援、普及啓発、市民後見人の養成研
修等を実施するため設置・運営している「成年後見支援センター」（姫路
市社会福祉協議会に委託）について、圏域内の神崎郡３町における住
民等も対象とし、共同利用の形で相談業務等を行う。
運営費は姫路市が負担。

播磨地域ブランド事業について ＪＲ姫路駅前の整備とネットワークづくり

高次の都市機能の集積・強化

播磨圏域の中心にふさわしい都心づくりに向け、ＪＲ姫路駅周辺におい
て、魅力ある商業施設や付加価値の高いサービス産業、国際的・広域
的な情報交流を促進するコンベンション機能を備えた施設の設置などを
検討。

【臨海部に集積する企業群】

連携中枢都市


